
配水系統の切替作業による
万一のにごり水の発生にご注意ください。

［差出人］ 〒275-0017 習志野市藤崎1-1-13 習志野市企業局

裏面にもご案内がございます

配達地域指定
料金別納

郵便

習志野市企業局の給水区域の皆様へ

　日頃より、習志野市企業局の水道事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
習志野市企業局では、老朽化した第１給水場の一部施設を更新するとともに、新たに建設する（仮称）第４給水場に
配水機能を移し、配水系統を切替えます。
　切替作業にあたり事前の水道管洗浄など、にごり水が発生しないよう対策を行っておりますが、状況によっては、
にごり水が発生する可能性があります。ご迷惑をおかけしますが、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

６月４日㈫ ～８月末日（予定）
※断水はありません。
　配水に影響が生じないよう時間をかけて運転調整を行います。

※具体的な作業日時をお知りになりたい方でホームページを
　ご覧いただけない方は、お手数ですがガス水道供給課まで
　お問い合わせください。

作業時間は随時変更になることから、ホームページにて掲載・更新します。

●切替作業期間

●にごり水発生の可能性がある区域

ホームページ
URLリンク↑
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習志野市企業局の給水区域
すべてが対象です

にごり水等の水質異常、応急給水につきましては、ガス水道保安課まで。
給水場の工事、配水系統の切替につきましては、ガス水道供給課まで。

電話番号：習志野市企業局　047-475-3321（代表）
ナラシド♪

問合せ先



万一、広範囲ににごり水が発生し、解消されない場合は、
状況に応じて応急給水を行います。

　このお知らせは、習志野市企業局の給水区域を含む町・丁目の全戸を対象にお送りしているため、
一部地域において、習志野市企業局の給水区域外のお客様に配達されることがありますの
でご了承ください。（習志野市企業局の給水区域外のお客様については影響ありません。）
　また最近、習志野市企業局職員をかたり、ご家庭の給水管（お客さま宅内の水道管等）を有料
にて洗浄する作業等の勧誘が発生しました。習志野市企業局ではお客さま宅内の水道管等の洗浄
作業は実施しておりませんのでご注意ください。

　応急給水を行う場合は、実施場所・時間等の詳細について広報車、
ホームページ、緊急情報サービス「ならしの」等により情報発信を行います。
　緊急情報サービスは「習志野市の緊急事態」、「その他」を受信設定
している方にメール配信を行いますので登録状況をご確認ください。

　にごり水の発生を最小限にするため、あらかじめにごり水の原因となる水道管内の鉄分等を取り除く水道管の
洗浄作業を行っています。対象区域のお客さまには別途事前に通知の上、実施しておりますので、ご協力をお願い
します。

●切替期間中お客様にお願いしたいこと

※配水系統の切替作業に伴う水道管洗浄作業

　にごり水が発生した際は、きれいになるまで水を流してください。使用用途によっては、事前にくみ置き
しておくことなども有効ですのでご検討ください。

・少量のにごり水を飲んでしまっても直ちに健康を害することはありませんが、明らかに水が濁っている時は
飲まないようにしてください。

・にごり水で洗濯すると、洗濯物に色が付着する恐れがあります。色が付着した場合は、還元系漂白剤を
使用してください。（還元系漂白剤は衣類に付いた鉄さびなどの汚れを落とす効果がありますが、
色物は色落ちの恐れがありますのでご注意ください。）

水が濁っている場合

　10分ほど水を流し続けても解消されない場合、お手数ですが表面の問合せ先までご連絡ください。

水を出し続けてもにごり水が解消しない場合

緊急情報サービス
「ならしの」
URLリンク↑

5月13日㈪～29日㈬




